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＜事業の全体像＞

森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策

＜対策のポイント＞
カーボンニュートラルの実現に向け、森林の循環利⽤を促進する観点から、川上から川下までの森林・林業・⽊材産業政策を総合的に推進します。

＜政策⽬標＞
国産材の供給・利⽤量の増加（35百万m3 ［令和４年］→ 42百万m3 ［令和12年まで］）

１．森林の集約化モデル地域実証事業
・循環利⽤に取り組む林業経営体へ森林の集積・集約化を進めるための、
地域の森林の将来像の作成・共有、境界確定、関係者間でのデジタル森
林情報の共有等を⽀援

３．林業デジタル・イノベーション総合対策
・林業機械の⾃動化・遠隔操作化技術や森林内の通信技術・⽊質系新
素材の開発・実証、先進技術を活⽤する技術者の育成、デジタル林業戦
略拠点の構築等を⽀援

５．⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策
・地域協議会への⽊材利⽤の専⾨家派遣、⽊製家具・⽊⼯品等の輸出
促進の取組、⽊質バイオマスを活⽤した「地域内エコシステム」の展開、きの
こ廃菌床を家畜の敷料等に活⽤する林畜連携の取組等を⽀援

７．林業・⽊材産業⾦融対策
・意欲と能⼒のある林業経営者が⾏う機械導⼊・施設整備に対する融資
の円滑化を⽀援

２．林業・⽊材産業循環成⻑対策
・路網の整備・機能強化、搬出間伐の実施、再造林の低コスト化、⾼性能
林業機械の導⼊とともに、⽊材加⼯流通施設、⽊質バイオマス利⽤促進施
設、特⽤林産振興施設の整備、公共建築物等の⽊造・⽊質化等を⽀援

６．森林・林業担い⼿育成総合対策
・「緑の雇⽤」事業による新規就業者への体系的な研修、林業⼤学校で
学ぶ就業前の⻘年への給付⾦給付、林業経営体の労働安全対策等を
⽀援

8．森林・⼭村地域活性化振興対策

・「半林半X」を含む⾥⼭林の整備・活⽤に取り組む組織の確保・育成、
活動の実践による⼭村地域活性化を⽀援

【令和７年度予算概算要求額 15,606,127（14,397,655）千円】

４．建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策

・⽊造中層建築物に係る設計や⽊質耐⽕部材・JAS構造材の技術開発、
製材やCLT等を⽤いた建築物の低コスト化に向けた技術開発や設計・建築
実証、⽊造建築物の設計者・施⼯者の育成等を⽀援
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【令和７年度予算概算要求額 400,095（397,014）千円】

＜対策のポイント＞
意欲と能⼒のある林業経営者が⾏う機械導⼊・施設整備に対する融資の円滑化を⽀援します。

＜事業⽬標＞
国産材の供給・利⽤量の増加（35百万m3 ［令和４年］→ 42百万m3 ［令和12年まで］）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．林業施設整備等利⼦助成事業 230,223（236,142）千円
意欲と能⼒のある林業経営者や⾃然災害の被害を受けた林業経営者が

（株）⽇本政策⾦融公庫から資⾦を借り⼊れる場合等の利⼦について、最⼤
２％・最⻑10年間助成します(実質無利⼦化)。

２．林業信⽤保証事業 169,872（160,872）千円
林業者等に対する融資の円滑化を図るため、（独）農林漁業信⽤基⾦に対し、

以下の経費を⽀援します。

［お問い合わせ先］林野庁企画課（03-3502-8037）

① 林業者等が事業承継・創業、重⼤な災害からの復旧に取り組む際に必要な資⾦
の借⼊れに係る保証料を免除するために必要な経費

② 保証料率を軽減し、信⽤基⾦の財務基盤等を維持するために必要な経費
等

＜事業の流れ＞

国

（独）農林漁業信⽤基⾦

全国⽊材協同組合連合会
林業者等

定額 利⼦助成

債務保証等
交付

（定額）

（１の事業）

（２の事業）

⾦融機関等
貸付

利払い

交付⾦

貸付

保証
出資

・
保証料

全国⽊材協同
組合連合会

補助⾦

林野庁

利⼦助成⾦
⽀払

貸付
（実質無利⼦）

林業者等

林業施設整備等
利⼦助成事業 林業信⽤保証事業

⾦融機関（（株）⽇本政策⾦融公庫）

（独）農林漁業信⽤基⾦

森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち
林業・⽊材産業⾦融対策
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．意欲と能⼒のある林業経営者等の⽀援
林業の経営改善や⽊材の⽣産・加⼯・流通の合理化に取り組む者として都道

府県知事の認定を受けた林業経営者や森林経営管理法に基づく経営管理実施
権の設定を受けられるとして都道府県が公表した林業経営者等を⽀援するため、
（株）⽇本政策⾦融公庫等が融通する森林取得資⾦、農林漁業施設資⾦等
を借り⼊れる場合に、最⼤２％、最⻑10年間の利⼦助成を⾏います。

２．被災林業経営者等の⽀援
被災した造林地、林道、林業施設等の復旧に取り組む林業経営者等を⽀援す

るため、（株）⽇本政策⾦融公庫等が融通する農林漁業セーフティネット資⾦等
を借り⼊れる場合に、最⼤２％、最⻑10年間の利⼦助成を⾏います。

【融資枠】 55億円

［お問い合わせ先］林野庁企画課（03-3502-8037）

＜対策のポイント＞
森林・林業・⽊材産業によるグリーン成⻑を実現するため、意欲と能⼒のある経営者等の資⾦調達に係る負担を軽減することで、効率的な作業システムによる

⽣産量の増⼤や⽣産性の向上、低コスト化等による経営の安定化を図り、⽊材の安定供給体制の構築に貢献します。

＜事業⽬標＞
国産材の供給・利⽤量の増加（35百万m3 ［令和4年］→ 42百万m3 ［令和12年まで］）

（株）⽇本政策⾦融公庫等
⺠間⾦融機関

対象資⾦の貸付け

林業
経営者

国

元⾦返済、利払い

全国⽊材協同組合
連合会

定額
利⼦助成

⾦利負担を軽減

利⼦助成の申請

林業経営者国
全国⽊材
協同組合
連合会

補助 利⼦助成

【令和７年度予算概算要求額 230,223（236,142）千円】
森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち 林業・⽊材産業⾦融対策のうち
林業施設整備等利⼦助成事業（継続）

経営管理実施権の
設定を受けられる

林業経営者

⾃然災害の
被害等を受けた
林業経営者

経営改善等に
取り組む林業経営者

○森林取得資⾦

○資産分散防⽌に係る資⾦

○○農林漁業施設資⾦

○林業基盤整備資⾦

○農林漁業セーフティネット資⾦

○林業構造改善事業推進資⾦

＜事業の流れ＞

※ その他、コロナ対策等として措置された林業者の既往債務の借り換えにかかる利⼦助成の後年度負担がある。
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森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち 林業・⽊材産業⾦融対策のうち
林業信⽤保証事業（継続）

＜対策のポイント＞
森林・林業・⽊材産業によるグリーン成⻑を実現するため、独⽴⾏政法⼈農林漁業信⽤基⾦（以下「信⽤基⾦」という。）が⾏う林業信⽤保証業務に対

し、以下の⽀援を⾏うことで林業者等に対する融資の充実・円滑化を図ります。

＜事業⽬標＞
国産材の供給・利⽤量の増加（35百万m3 ［令和４年］→ 42百万m3 ［令和12年まで］）

＜林業信⽤保証事業の仕組＞＜事業の内容＞

１．⽊材需要拡⼤・安定供給⽀援林業信⽤保証事業（継続）
82,000（73,000）千円

債務保証に係る保証料率を軽減するとともに、信⽤基⾦の財務基盤を維持します。

２．保証活⽤⽀援事業（継続） 33,000（33,000）千円
以下の①〜③のために必要な資⾦の借⼊れに係る保証料を免除するための経費

を⽀援します。
① 災害復旧⽀援タイプ 重⼤な災害からの復旧
② ⽊材安定供給⽀援タイプ ⽊材の安定供給の確保に関する特別措置法に基づく

計画の実施
③ 事業承継・創業等⽀援タイプ 事業承継・創業等

３．⽊材産業等⾼度化推進資⾦事業（継続） 52,800（52,800）千円
林業経営の合理化や⽊材の安定供給等に取り組む林業者等に対し、運転資⾦

の低利融資を実施するために必要な経費を⽀援します。

４．経営改善発達⽀援事業（継続） 2,072（2,072）千円
森林経営管理法に基づき権利設定を受けた林業者に対し、経営改善発達に係る

助⾔等を⾏うために必要な経費を⽀援します。

［お問い合わせ先］林野庁企画課（03-3502-8037）

＜事業の流れ＞

国 （独）農林漁業信⽤基⾦ 林業者等
債務保証等交付（定額）

⾦融機関等
貸付

交付⾦ 原資貸付

原資供給

償還

低利で償還貸付

償還

貸付 償還

保証

経
営
改
善
発
達
⽀
援

林野庁

出資
・

保証料

１．保証料率の軽減
２．以下①〜③の場合は保証料免除
① 重⼤な災害からの復旧
② ⽊安法に基づく計画の実施
③ 事業承継・創業等

３．利⼦収⼊相当額の
補てんにより低利で
の貸付を実施

回収

都道府県

（独）農林漁業信⽤基⾦

４．経営改善発達に係る助⾔等
により、健全な経営、規模拡
⼤を実現

債務保証 運転資⾦の低利融資
（⽊材産業等⾼度化推進資⾦）

債務保証
・

代位弁済

林業者等

⾦融機関

【令和７年度予算概算要求額 169,872（160,872）千円】
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災害復旧関係資⾦利⼦助成事業（継続） 【令和７年度予算概算要求額 18,699（ 22,938 ）千円】

＜対策のポイント＞
被災した林業経営者の災害復旧・復興に必要な資⾦について、⾦利の負担軽減等を図ります。

＜政策⽬標＞
災害復旧・復興に必要な資⾦の融通の円滑化

［お問い合わせ先］林野庁企画課（03-3502-8037）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．災害復旧関係資⾦利⼦助成事業
○ 福島県内に事業拠点を有し、東⽇本⼤震災により被害を受け、原⼦⼒災害の

影響を受けている林業経営者が、被害造林地、林道、林業施設等の復旧・復興及
び資⾦繰りのために、株式会社⽇本政策⾦融公庫の林業基盤整備資⾦、農林漁
業施設資⾦及び農林漁業セーフティネット資⾦を借り⼊れた場合の⾦利負担に対し、
最⼤２％、最⻑１５年間の利⼦助成を⾏います。

○ 被害を受けた林業経営者による上記資⾦の借⼊れに際しては、株式会社⽇本政
策⾦融公庫への過年度の出資⾦を活⽤することにより、担保や保証⼈を不要としま
す。

【 融 資 枠 】 ２億円

＜事業の流れ＞

(株)⽇本政策
⾦融公庫

対象資⾦の貸付け

林業
経営者

国

元⾦返済、利払い

全国⽊材協同組合
連合会

定額
利⼦助成

⾦利負担を軽減

利⼦助成の申請

林業
経営者国

全国⽊材
協同組合
連合会

定額 利⼦助成
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